
広川町ホームページ広告掲載取扱要綱 

（平成 25年 12月 25日決裁） 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、広川町（以下「町」という）が、インターネット上に公開しているホ

ームページへ掲載する広告の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。 

（広告掲載基準） 

第２条 掲載できる広告及びリンク先ＷＥＢページの内容は、次に掲げる要件を備えていな

ければならない。 

（１） 町民生活に利便を供することのできるものであること。 

（２） 公正で真実なものであること。 

（３） 広告の受け手に不利益を与えることのないものであること。 

（４） 児童及び青少年に与える影響を考慮したものであること。 

（５） 町の広報媒体として、公共性、中立性及び品位を損なうおそれがないこと。 

（６） 法令又は条例若しくは規則に違反し、又は抵触するおそれがないこと。 

（７） 公の秩序又は善良な風俗習慣に反しないものであること。 

（８） その他公益上特に支障がないと町長が認めたものであること。 

（広告の優先順位） 

第３条 掲載する広告及び優先順位は、次の順序とする。 

（１） 公社、公団、公益法人及びこれらに類するもの 

（２） 公共的性格を有する法人で、町内に事業所等を有するもの 

（広告表示方法及び規格） 

第４条 広告の表示方法は、バナー広告（ホームページ上に表示されている帯状の広告画像

で、広告主の指定するホームページにリンクするものをいう）とし、規格は次のとおりと

する。 

（１） データの形式は、ＧＩＦ又はＪＰＥＧ形式を用い、画面表示は、縦 55 ピクセル、

横 120ピクセル、容量は、10ＫＢ以内とすること。 

（２） ＷＥＢアクセシビリティ（高齢者、障害者等配慮設計指針をいう）に準拠した静止

画とすること。 

（広告の掲載位置及び掲載数） 

第５条 広告の掲載位置及び掲載数は、町ホームページのトップ画面で、町が指定する位置

及び掲載数とする。 

（広告の掲載期間） 

第６条 広告の掲載期間は、１月を単位とし、継続的に複数月の掲載も可能とする。なお、

広告掲載期間中に、町のサーバ等のメンテナンス等により、ホームページの公開を停止す

る期間についても掲載期間に含まれるものとする。 

 



（掲載しない広告） 

第７条 トップページに掲載しない広告は、内容が第２条の広告掲載基準に反するもののほ

か、次のとおりとする。 

（１） 政治、宗教及び思想信条に関するもの 

（２） 意見広告及び名刺広告に類するもの 

（３） 風俗営業に類するもの 

（４） 商品先物取引及び貸金業に類するもの 

（５） 著しく画面の調和を損なうと認められるもの 

（６） その他トップページに掲載することが不適当と町長が認めるもの 

（広告主の責任） 

第１０条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。 

（広告掲載の取消し） 

第１１条 町長は、広告の掲載に支障があると認められるときは、取扱業者を介し 

て、当該掲載を取り消すことができる。 

（補則） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成 26年 12月 25日から施行する。 


